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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期

決算年月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月

営業収益 (千円) 5,822,202 5,838,801 5,651,716 6,180,844 6,754,821

経常利益 (千円) 4,051,293 4,115,950 3,867,450 4,297,813 5,061,667

当期純利益 (千円) 2,621,790 2,681,760 2,539,008 2,799,768 3,289,170

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － － －

資本金 (千円) 2,307,848 2,307,848 2,307,848 2,307,848 2,307,848

発行済株式総数 (株) 32,980,500 32,980,500 32,980,500 32,980,500 32,980,500

純資産額 (千円) 37,292,820 39,479,941 41,425,381 43,631,582 46,327,184

総資産額 (千円) 76,010,712 78,826,761 83,717,737 101,192,706 109,546,811

１株当たり純資産額 (円) 1,130.90 1,197.23 1,256.22 1,323.13 1,404.87

１株当たり配当額
(円)

15 18 18 18 20

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 79.50 81.32 76.99 84.90 99.74

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 49.1 50.1 49.5 43.1 42.3

自己資本利益率 (％) 7.24 6.99 6.28 6.58 7.31

株価収益率 (倍) 7.36 8.80 8.42 7.07 7.91

配当性向 (％) 18.9 22.1 23.4 21.2 20.1

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,870,682 3,009,367 △3,715,661 △11,420,165 △3,641,937

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) 24,364 △31,315 △799,315 △50,978 △2,132,645

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,012,093 △65,497 2,530,807 14,183,694 4,875,231

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 2,704,183 5,616,739 3,632,569 6,345,119 5,469,850

従業員数 (人) 82 74 70 63 64

株主総利回り (％) 115.4 144.0 134.4 128.7 168.8

（比較指標：配当込みＴＯＰＩＸ） (％) (90.5) (128.6) (131.2) (138.8) (196.2)

最高株価 (円) 765 789 743 678 824

最低株価 (円) 515 541 643 556 600

（注)１．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第53期の期首から適用し、消費

税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更しております。これに伴い、第52期に係る各数値については、

当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

２．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３．持分法を適用すべき関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以

前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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２【沿革】

年月 事項

1969年７月 自営業者、及び個人顧客への事業資金等の貸付を目的として株式会社朝日企業を設立

 （本店：長野県長野市大字鶴賀権堂町）

1970年３月 本店移転（東京都中野区中野）

1983年１月 商号を株式会社朝日不動産ローンに変更

1983年12月 「貸金業の規制等に関する法律」の施行に伴い、貸金業登録

 現在の登録番号　関東財務局長（14)第00035号

1984年８月 本店移転（東京都新宿区四谷）

1995年３月

 

事業の効率化を図る目的で不動産担保ローン業を営んでいた株式会社朝日不動産ローン（本社富

山県）及び不動産賃貸業を営んでいた富士商事株式会社（本社富山県）の２社を吸収合併し、経

営統合を行う

1995年５月 首都圏で初の支店として大宮支店（埼玉県大宮市［現：さいたま市］）を開設

1995年10月 本店移転（東京都中央区銀座）

 商号を株式会社アサックスに変更

2005年３月 本店移転（東京都渋谷区広尾）

 本店移転に伴い、旧本店を銀座支店として開設

2007年２月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2008年３月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2015年９月 株式会社フォーサイトを設立

2022年４月

 

東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に

移行

2023年５月 ASAX America, Inc.を設立
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社アサックス）、非連結子会社２社及びその他の関係

会社１社で構成されております。主な事業内容は、不動産担保ローン事業、信用保証事業、不動産賃貸事業及び不動

産販売事業であり、不動産担保ローン事業の単一セグメントです。

 

（事業内容）

事業区分 事業内容

不動産担保ローン事業 不動産を担保とする事業資金等の融資を行っております。

信用保証事業 金融機関が行う不動産担保融資に対する信用保証事業を行っております。

不動産賃貸事業 収益不動産を取得し、事業用・居住用不動産の賃貸及び管理を行っております。

不動産販売事業 債権回収を目的とした不動産の取得、販売を行っております。

 

 

（事業系統図）

 

（注)１．株式会社フォーサイト及びASAX America, Inc.は重要性が乏しいと判断し、非連結子会社と

しております。

２．その他の関係会社である株式会社フレキシブルは、当社グループとの事業上の関係が希薄で

あるため、事業系統図への記載を省略しております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（その他の関係会社）      

株式会社フレキシブル 東京都中央区 3,000千円
有価証券の保有、売
買ならびにその運用

被所有
34.56

役員の兼任等

（非連結子会社）      

株式会社フォーサイト 東京都港区 10,000千円 不動産事業 100.00 －

（非連結子会社）      

ASAX America, Inc.
米国カリフォ
ルニア州

13,500千
米ドル

不動産事業 100.00 役員の兼任等

（注）有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

   2024年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

64 34.6 11.13 8,165,251

（注)１．従業員数は就業人員です。

２．当社は不動産担保ローン事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメントに関連付けた記載は行っ

ておりません。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(3）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

 

(1）経営方針

当社が行っている不動産担保ローン事業は、不動産市況の影響を受けやすいため、担保価値の下落による貸倒リ

スクをいかに抑えていくかが重要となります。また、地価の上昇局面においては、ビジネスチャンスは広がります

が、反落した場合のリスクを常に意識した経営が必要です。

そのため、当社では好況時、不況時にかかわらず、貸倒れを抑えたローコスト経営を堅持することで、着実な成

長を続けていくことを基本方針としております。

 

(2）中長期的な会社の経営戦略

中長期に亘って当社が成長を続けていくためには、財務の健全性に加え、積極的な営業展開も必要不可欠です。

当社においては、不動産担保ローン事業を中心として、隣接事業である信用保証事業及び不動産賃貸事業を行

い、収益基盤の多様化を図っております。

今後も、経営環境の変化に柔軟に対応するための体制を構築し、不動産担保ローン事業で培ったノウハウを活用

した収益基盤の強化及び多様化を目指してまいります。

 

(3）経営環境及び対処すべき課題等

当社が行っている不動産担保ローン事業は不動産市況の影響を受けやすいため、その動向に留意する必要があり

ます。本報告書提出日現在においては、雇用・所得環境の改善等による個人消費の回復や、企業収益の改善等によ

る設備投資の増加等を背景に、国内景気が緩やかな回復基調で推移する一方、世界的な金融引締めに伴う影響や中

国経済の先行き懸念、中東地域をめぐる情勢といった海外景気の後退リスクに加え、物価上昇や金融政策の転換等

が不動産の流動性や価格に与える影響を注視していく必要があります。

そのような経営環境ではありますが、従来からの基本方針である「債権の健全性」を重視し、貸倒れを抑えた

ローコスト経営を堅持することで、着実な成長を続けてまいります。

なお、当社が対処すべき課題は以下のとおりです。

 

①　知名度向上による企業ブランド力の強化

当社はインターネット広告及び交通広告を中心にプロモーション活動を展開し、企業認知度及びブランド力

の向上を図っております。今後は、従来通りの地道な活動に加え、新たな広告媒体の導入等により、企業認知

度及び商品の有用性の積極的なプロモーション活動を行い、企業ブランド力の強化を図っていく所存です。

 

②　企業体質の強化

当社はお客様の企業採算に乗る金利での資金供給を経営の基本方針にしております。この方針に基づき、調

達コストとお客様への貸出利率のバランスを取りつつ、優良な顧客の開拓を積極的に行い、信用コストを抑え

た良質な営業貸付金残高の積み上げを行ってまいります。

資金調達面におきましては、金融機関との取引拡大に加え、市場から直接調達する等、調達方法の多様化に

より財務内容の安定性を高め、企業体質の強化を図ってまいります。

 

③　人材の育成

当社の財産は社員であり、当社が健全に成長していくためには、会社の経営理念をよく理解し、ロイヤル

ティが高い優秀な社員の育成が必須と認識しております。

そのため、社員の行動原理・原則を記した「企業行動憲章」の制定のほか、キャリアに応じた階層別研修を

実施する等、人材育成の体制を構築しております。

このような体制の下、業務遂行に必要な知識や技術の習得及びコンプライアンスの徹底を図り、高い専門性

と倫理観を兼ね備えた人材となるよう育成を行っております。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

 

(1）サステナビリティに関するガバナンス及びリスク管理

①　ガバナンス体制

当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は、企業の存在と活動に必須の要件であるとの認識の下、自主

的に行動するよう努めることを「アサックス企業行動憲章」において宣言し、取締役会を中心とした管理体制を

整備してサステナビリティ経営への取組強化を図っております。

 

②　リスク管理

「リスク管理規程」に基づき、リスク管理責任者の選定及びリスク評価体制の整備を行っており、日常的モニ

タリングにおいて重大なリスクを認識した場合は、都度役員ミーティングで協議することとしております。ま

た、リスク評価の結果については３ヶ月に一度取締役会へ報告することとしており、取締役会においてリスクの

検証及び対応策の審議・検討を行い、その結果を経営戦略やリスク管理に反映させる体制としております。

 

(2）戦略

①　当社における取組

当社は、サステナビリティ経営の推進を重要課題と位置づけ、「事業活動を通した社会課題解決への貢献」へ

の取り組みを推進しております。具体的には当社の不動産担保融資を通じたお客様の支援により、経済、社会及

び技術の進展に貢献するほか、クールビズの実施等による地球温暖化対策及び節電への取り組み、多様なライフ

スタイルに対応するためのリモートワーク環境の整備、移動手段としての社有車を削減し公共交通機関・自転車

の使用を促進する等の取り組みを行っております。

現状では事業環境、企業規模等を考慮すると、中・長期にわたる戦略の策定や大規模な投資を行うことは現実

的ではないため、特段の指標を用いたリスクと機会の特定及び定量的な目標の設定は行っておりませんが、主要

事業である不動産担保融資を通じた取組を一層強化する他、リスク評価を行う過程で認識したリスクに対する対

応及び戦略を継続して検討し、重要性が増した場合には具体的な目標を策定し開示いたします。

なお、現段階で認識しているリスク及び機会並びに当該リスク及び機会が当社の事業活動に与えると想定され

る影響は下記のとおりです。

区 分 リスク及び機会 想定される影響

移行リスク

政策・法規制の強化 新たな規制の導入や新税制等によるコスト増大

情報開示及び対応の不足による

企業価値毀損

気候変動対応等に関する情報開示の不足による企業評価

の低下や株価の下落

物理的リスク

自然災害の発生及び激甚災害の

頻度の上昇

当社営業エリアにおける自然災害の発生による営業店舗

の機能不全

当社の顧客が被災し、事業や業績に影響が及んだ場合の

信用コストの上昇

自然災害に起因した不動産担保の価値毀損による信用コ

ストの上昇

気候変動に起因する感染症等の

増加

パンデミックの発生による当社営業店舗の機能不全

当社の顧客の事業や業績に及ぼす影響による信用コスト

の上昇

機会

資金ニーズの増加
気候変動対策に係る資金需要の増加等、融資先その他ビ

ジネス機会の増加

企業価値の向上
サステナビリティ経営の強化及び情報開示の充実による

企業価値の向上

 

 

EDINET提出書類

株式会社アサックス(E03746)

有価証券報告書

 7/72



②　人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針

当社が中長期に亘って成長を続けていくためには、会社の経営理念をよく理解し、ロイヤルティが高い優秀な

社員の確保及び育成が必須と認識しており、従業員の賃金体系の見直しや社員研修の充実等の人的資本への投資

を積極的に行っております。

人材の確保に当たっては、人材の多様性が中長期的な企業価値向上に資するとの認識のもと性別、年代、国籍

等を問わず、企業力を高めるための経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観を持った人材の確保に努め

ております。

育成に当たっては、社員は会社の重要な財産であるとの認識のもと、社員の行動原理・原則を記した「企業行

動憲章」の制定のほか、キャリアに応じたＯＪＴ研修及び階層別研修の実施、外部研修への参加費用の支援等、

人材育成の体制を構築し、知識や技術の習得及びコンプライアンスの徹底を図り、高い専門性と倫理観を兼ね備

えた人材となるよう育成を行っております。

また、全ての従業員が安心して活躍できる環境を整備すべく、公平な人事評価を行う体制及び内部通報制度を

充実させるほか、とりわけライフスタイルの変化が激しい女性従業員に関しては、個別の事情を考慮した勤務条

件の設定等で柔軟な働き方が可能となるよう配慮すると同時に、子育てと仕事の両立を支援すべく育児休業や短

時間勤務制度等の積極的な取得の推進、職域の多様化及び社内の意識改革を図る等、ワーク・ライフバランスの

実現に向けた取り組みを行っております。

 

(3）人材の多様性の確保を含む人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標及び目標

当社における従業員の採用に当たっては、企業力を高めるための経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値

観を持った人材の確保を最重要視すると同時に、性別、年代、国籍等の多様性の確保に配慮した人材の採用を推進

しております。とりわけ近年は、女性従業員比率及び女性管理職比率を高めることに注力する等女性活躍に関する

取り組みを行っており、積極的な女性従業員の採用及びワーク・ライフバランスの実現に向けた職場環境の整備に

努めております。

しかしながら、管理職としての経験・技能の習得には概ね５年から10年程度の期間を要し、新卒採用者が採用人

数の大部分を占める現状においては、女性管理職比率の急速な向上は困難な状況にあります。一方で、全従業員に

占める女性従業員比率は、直近３事業年度は３割を超える水準で推移する等近年徐々に向上しており、今後の育成

による管理職候補者の増加と職場環境の改善による人材の定着が期待されます。

今後については、新卒採用者の育成と並行して即戦力となり得る中途採用にも注力し、多様性の確保に向けた以

下の目標を設定し、継続して改善を進めてまいります。

 

（女性活躍に関する指標及び目標）

 2022年３月期末 2023年３月期末 2024年３月期末
2030年３月期末

目標

女性従業員比率 30.0％ 31.7％ 34.4％ 35％程度

女性管理職比率 3.1％ 3.3％ 3.6％ 10％程度
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３【事業等のリスク】

以下に記載いたしました「事業等のリスク」は、当社が把握している情報に基づく想定及び見解を基に当社の事業

展開上リスクとなる可能性があると考えられる主要な事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投

資家の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資家への積極的な情報開示の観点から以下に開示して

おります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存で

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

 

(1）市場環境の変化に関するリスク

①　不動産市況の変化に伴うリスク

当社の行う不動産担保ローンのビジネスモデルは不動産市況の影響を受けやすいため、不動産市況が悪化した

場合、担保不動産の価格下落を受け新規の貸付が減少するリスクが高まることにより、当社の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　貸付債権の悪化に伴うリスク

不動産市況が悪化して地価が下落した場合には、担保不動産の価値の目減りによって、債権の与信が悪化する

可能性があります。当社は、貸付における厳格な与信判断及び途上与信管理における債権メンテナンス（担保不

動産の再評価）に注力し、健全な債権内容の維持に努めております。

しかしながら、今後不動産市況が悪化した場合、担保不動産の価格下落による担保不足の貸付債権の増加リス

ク及び顧客の返済能力の低下による支払遅延リスクが高まることにより、当社の財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

③　貸倒リスクについて

当社の不動産担保ローンは、概ね１年から５年の期間でお客様に融資いたしております。担保物件の多くは居

住用不動産ですが、景気動向、金利動向、地価動向等によって価額の影響を受けます。

また、担保の一部には収益不動産がありますが、同様に金利動向、賃貸の需給バランスによる賃料相場等によ

り価額の影響を受けます。

当社は、商業不動産、大型不動産、特殊な用途の不動産等需要が限定的な不動産は原則として担保とせず、一

顧客当りの平均貸付額は20,000千円台と小口分散を図っておりますが、不動産価額の変動によっては貸倒れが増

加し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当社の最近５事業年度における営業債権に係る貸倒引当金及び貸倒損失は以下のとおりです。

 

 
第51期

(2020年３月期)
第52期

(2021年３月期)
第53期

(2022年３月期)
第54期

(2023年３月期)
第55期

(2024年３月期)

貸倒引当金
（千円）

（貸倒引当率）

79,800

（0.11％）

79,700

（0.11％）

86,300

（0.11％）

98,000

（0.11％）

105,500

（0.11％）

貸倒償却額
（千円）

（貸倒償却率）

10,478

（0.01％）

－

（－）

－

（－）

－

（－）

－

（－）

営業債権
期末残高
（千円）

72,267,419 72,205,083 78,224,473 88,641,883 95,378,759

（注)１．貸倒引当率＝営業債権に係る貸倒引当金／営業債権期末残高

２．貸倒償却額＝営業債権に係る貸倒引当金目的取崩額＋貸倒損失額

３．貸倒償却率＝貸倒償却額／営業債権期末残高
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④　競争の変化に伴うリスク

当社の主要事業である不動産担保ローン事業には、対象とする不動産の価値判断や顧客リスク判断等のノウハ

ウが必要であり、他業種からの参入、或いは同業種からの当市場への参入は少なからず困難が伴うものと考えて

おります。

しかしながら、今後、他業種、或いは金融機関を含む同業種からの当市場への参入により顧客獲得競争が激化

し、優良顧客の獲得が十分にできなかった場合又は優良顧客を奪われた場合は、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤　業界全般及び当社に対するネガティブな報道に伴うリスク

当社及びローン業界に対するネガティブな報道や悪質な風評等により、それが事実であるか否かに拘らず、契

約解消の増加や顧客の減少などにより、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）法的規制について

当社の不動産担保ローン事業は、「貸金業法」、「利息制限法」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締

りに関する法律」(以下「出資法」という。）の適用を受けております。

当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして、社内規程の整備や役員及び従業員への啓蒙活動を

通じて、その強化に取り組んでおります。しかしながら、当社の役員及び従業員の故意又は過失により法令違反が

発生した場合は、お客様との信頼関係を損なう可能性があります。また、法人として法令違反があった場合は、監

督当局から業務の制限や停止等の命令並びにお客様からの当社に対する訴訟の提起及び損害賠償支払いの発生等に

より、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

①　貸金業法の業務規制に伴うリスク

当社は「貸金業法」第３条に基づき、1983年12月20日付で関東財務局の貸金業登録を受け、３年ごとに更新登

録を行っております（登録番号　関東財務局長（14)第00035号）。この貸金業登録により各種の業務規制と、こ

れらの規制に違反した場合の行政処分（業務の全部又は一部の停止並びに貸金業登録の取り消し等）並びに罰則

等の措置が設けられております。

更に、「貸金業法」の施行に当たって、監督官庁である金融庁が定める「貸金業者向けの総合的な監督指針」

及び日本貸金業協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」の適用も受けており、貸金業法に

おける行動指針が定められております。

当社は「貸金業法」、「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規

則」の遵守を徹底しており、現時点において法令に抵触する事実はないものと認識しておりますが、今後何らか

の理由により当社並びに当社の役員及び従業員が法令に抵触した場合、業務の全部若しくは一部の停止が命ぜら

れ、又は登録が取消され、当社の事業活動に支障を来たすとともに、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。また、今後の法律改正等による業務規制の変更等で業務が制限された場合、当社の財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　貸付金利の規制に伴うリスク

「出資法」は段階的に上限金利の引き下げが行われ、当事業年度末現在における上限金利は出資法は年20％、

利息制限法は年15％（貸付元本額により年20％～15％。当社の場合は貸付元本額が１百万円を超過しますので、

利息制限法で規定されている年15％以下の金利が上限として適用されます。）となっております。

当社は既に上限金利以下で貸付を行っており、当社の業績に特段の影響は生じないものと考えておりますが、

今後更なる上限金利の引き下げが行われた場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(3）顧客情報の管理に関するリスク

当社の不動産担保ローン事業は、「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律施行

令」、更に金融庁告示による「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個

人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」の適用を受けており、当社は同法等にお

ける個人情報取扱事業者に該当し、個人情報の適正な利用・管理が義務付けられております。

当社は「個人情報保護および安全管理に関する取扱規程」及び「個人情報保護および安全管理に関する運用細

則」を制定し、社内管理体制を整備するとともに、システム面においても、データの管理、アクセス権の制限等、

セキュリティの強化を図ってまいりました。同時に、コンプライアンス体制を強化し社員一人一人の意識を高める

啓蒙活動を通じて個人情報や機密情報の管理の周知徹底を図っております。当社は上記法令等の遵守を徹底してお

り、現時点において法令に抵触する事実はないものと認識しております。

しかしながら、万一、何らかの理由により個人情報の漏洩又は同法に違反した場合には、同法による制裁を受け

るだけではなく、社会的信用を失墜することになり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(4）資金調達について

①　資金調達状況

当社は、営業貸付金を中心とした事業運営全般に対して必要となる資金については、銀行をはじめとした金融

機関からの借入により資金調達を行っておりますが、当社の主要な借入先である金融機関が金融環境等の事情に

より当社への貸出方針を変更しないという保証はありません。

当社は現状では資金の調達が著しく困難ではないものと考えておりますが、今後金融市場の不安定化が生じた

場合には、資金調達費用の増加や、必要資金の調達が困難となるおそれがあり、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

②　金利上昇によるリスク

調達金利は市場環境等により変動いたしますが、当社では金利の動向を見据えて調達金利の固定化、金利

キャップ、或いは金利スワップ等を活用することにより金利上昇リスクの軽減を図っていく方針です。

今後、金利の上昇によって資金調達コストが上昇した場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

 

③　資金調達に係る財務制限条項について

当社の借入の一部には、財務制限条項が付されているものがあります。現状ではこれに抵触する可能性は低い

ものと認識しておりますが、今後何らかの事由により事業環境が激変し、財務制限条項に抵触した場合には、期

限の利益を喪失し、当該借入を一括返済することとなり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(5）システムリスク及びオペレーショナルリスク

当社は、「情報セキュリティ基本方針」及び「業務処理パソコンおよび情報システム管理規程」等によるシステ

ムリスク管理の基本方針に基づき、システム障害やコンピューターの不正使用等に関するセキュリティの強化に努

めております。しかしながら、外部からの不正アクセスや火災、回線故障等の障害を受けた場合、コンピューター

システムの損害規模によっては当社の業務に支障を来たし、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

また、当社ではコンプライアンス体制の整備、強化に努めておりますが、当社の役員及び従業員が正確な事務処

理を怠ることや、事故・不正等を起こすことによる損失の発生等により業務遂行に支障を来たすおそれがあり、当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6）イベントリスク

当社は当事業年度末現在、本店及び６支店で事業活動を行っており、テロや災害等が発生した場合、事業活動の

全部又は一部を休止せざるを得なくなるおそれがあります。その結果、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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(7）人材の育成と確保

当社の不動産担保ローン事業は、金融と不動産に関する専門的な知識を必要とするため、キャリアに応じた階層

別研修や外部講師を招いての定期的な講習の実施等、採用した人材の育成に注力しております。しかしながら、採

用した人材が十分に戦力となり得ない場合や、優秀な人材が採用できない場合、又は外部に流出した場合には、当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8）自然災害について

当社の営業店舗は東京都を中心とする首都圏に集中しております。したがって、この地域で大規模な地震や台風

等による風水害が発生した場合、又は他地域において発生した大規模な地震や風水害等においても、その直接的、

間接的影響により正常な営業活動を行うことができなくなる可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状

況の概要は次のとおりです。

 

①　財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行による行動制限の緩和やインバウ

ンド需要の回復、賃金上昇を中心とした雇用環境の改善による個人消費の回復等の要因から緩やかな回復基調

で推移いたしました。一方、世界的な金融引締め等を背景とした海外景気の後退、中国経済の先行き懸念、中

東地域をめぐる情勢、原材料・資源価格の高騰及び為替変動等に起因した物価上昇の進行等が国内景気の下振

れリスクとなっており、先行き不透明な状況にあります。

不動産金融市場においては、都心近郊における住宅地・商業地の地価水準は堅調に推移しているものの、今

後については前述のリスクに加え、金融政策の転換等が不動産の流動性や価格に与える影響を注視していく必

要があります。

このような環境の下、当社においては、従来通り「債権の健全性」を重視して債権内容の維持に努めつつ

も、積極的な顧客開拓を行ってまいりました。

その結果、当事業年度末における営業貸付金残高は、前事業年度末の88,641,883千円から6,736,875千円

（7.6％）増加の95,378,759千円となりました。

当事業年度における財政状態及び経営成績は以下のとおりです。

なお、前事業年度において、「金融費用」の「支払利息」に含めておりました賃貸不動産取得に係る借入金

の支払利息は、金額的重要性が増したことから、当事業年度より「営業外収益」の「支払利息」として表示し

ております。これにより、前事業年度の金融費用及び営業費用はそれぞれ8,817千円減少し、営業利益及び営

業外費用はそれぞれ8,817千円増加しております。この影響額については、以下の増減に反映しております。

 

イ．財政状態

(a）資産の部

流動資産

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末の96,477,622千円から5,099,116千円（5.3％）増加

の101,576,738千円となりました。これは主として、現金及び預金が875,269千円（13.8％）及びその他

に含まれる関係会社貸付金が840,000千円の減少となったものの、営業貸付金が6,736,875千円

（7.6％）増加となったこと等によるものです。

 

固定資産

当事業年度末における固定資産は、前事業年度末の4,715,084千円から3,254,988千円（69.0％）増加

の7,970,072千円となりました。これは主として、当期新たに設立した海外子会社への出資及び増資に

伴い、関係会社株式が2,001,877千円の増加となったこと及び、投資その他の資産のその他に含まれる

満期保有目的債券が1,250,868千円の増加となったこと等によるものです。

 

(b）負債の部

流動負債

当事業年度末における流動負債は、前事業年度末の15,514,786千円から2,932,882千円（18.9％）増

加の18,447,668千円となりました。これは主として１年以内返済予定の長期借入金が2,747,100千円

（19.1％）の増加となったこと及び未払法人税等が133,834千円（14.8％）の増加となったこと等によ

るものです。

 

固定負債

当事業年度末における固定負債は、前事業年度末の42,046,338千円から2,725,619千円（6.5％）増加

の44,771,958千円となりました。これは主として、長期借入金が2,719,877千円（6.7％）の増加となっ

たこと等によるものです。
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(c）純資産の部

配当金の支払い593,568千円があった一方、当期純利益を3,289,170千円計上したことにより、利益剰余

金が前事業年度比2,695,602千円（6.5％）の増加となり、当事業年度末における純資産は、前事業年度末

の43,631,582千円から2,695,602千円（6.2％）増加の46,327,184千円となりました。なお、自己資本比率

は42.3％（前事業年度末は43.1％）となりました。

 

ロ．経営成績

(a）営業収益

営業貸付金利息は、期中平均貸付金残高が前事業年度比11.2％の増加となったこと等が主因となり、前

事業年度比385,903千円（8.5％）の増加となりました。

その他の営業収益は、前期第３四半期に取得した賃貸不動産からの収益を通年で計上したことに伴い、

不動産賃貸収入が115,992千円の増加となったことに加え、営業貸付金の期中回収額が前事業年度比

13.6％の増加となったこと等に伴い、解約違約金が48,697千円（17.6％）の増加となったこと等により、

前事業年度188,072千円（11.5％）の増加となりました。

以上により、当事業年度における営業収益は前事業年度比573,976千円（9.3％）増加の6,754,821千円

となりました。

 

(b）営業費用

金融費用は、期中平均借入金残高が前事業年度比26.7％の増加となったこと等に伴う支払利息の増加が

主因となり、前事業年度比75,638千円（20.0％）の増加となりました。

売上原価は、不動産賃貸収入と同様の理由による不動産賃貸原価の増加により、前事業年度比81,057千

円の増加となりました。

その他の営業費用は、プロモーション活動の強化により広告宣伝費が34,993千円（21.6％）の増加と

なったものの、租税公課が45,354千円（24.0％）の減少、その他に含まれる修繕費が23,216千円

（70.0％）の減少となったこと等により、前事業年度比26,752千円（1.8％）の減少となりました。

以上により、当事業年度における営業費用は前事業年度比129,942千円（6.9％）増加の2,007,902千円

となりました。

 

(c）営業利益

前述のとおり、当事業年度における営業収益が前事業年度比573,976千円（9.3％）の増加、営業費用が

前事業年度比129,942千円（6.9％）の増加となったことから、営業利益は前事業年度の4,302,885千円に

比べて444,034千円（10.3％）増加の4,746,919千円となりました。

 

(d）経常利益

営業外収益は、ドル調達に係るデリバティブ評価益の計上及び円安の進行に伴う外貨建て債券に係る為

替差益の計上等が主因となり、前事業年度比334,897千円の増加となりました。

営業外費用は、賃貸不動産取得に伴う借入金の支払利息を通年計上したこと等により、前事業年度比

15,077千円の増加となりました。

以上により、経常利益は前事業年度の4,297,813千円に比べて763,854千円（17.8％）増加の5,061,667

千円となりました。

 

(e）特別利益、特別損失

特別利益、特別損失ともに当期純利益に大きな影響を与えるものはありませんでした。

 

(f）当期純利益

法人税等合計は、前事業年度比278,459千円（18.5％）の増加となり、当事業年度における当期純利益

は、前事業年度の2,799,768千円に比べて489,401千円（17.5％）増加の3,289,170千円となりました。

 

なお、当社は不動産担保ローン事業の単一セグメントとしており、その他の事業については重要性が乏し

いため、セグメントに関連付けた記載は行っておりません。
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②　キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて875,269千円減少し、5,469,850

千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは3,641,937千円の支出となりました。

これは主として、税引前当期純利益5,069,142千円による収入等があったものの、営業貸付金の増加額

6,736,875千円による支出に加え、法人税等の支払額1,630,711千円による支出を計上したこと等によるもの

です。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは2,132,645千円の支出となりました。

これは主として、関係会社貸付金の純減少額840,000千円による収入等があったものの、海外子会社への

出資及び増資に伴う関係会社株式の取得による支出2,001,877千円に加え、ドル調達を目的とした有価証券

の取得による支出1,086,493千円による支出があったこと等によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは4,875,231千円の収入となりました。

これは、配当金の支払額591,745千円による支出があったものの、長期借入金の純増加額5,466,977千円に

よる収入があったことによるものです。

 

③　特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金（営業貸付金）の状況

「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」（1999年５月19日　大蔵省令第57号）に基づく営業貸付金の状

況は次のとおりです。

 

イ．貸付金種別残高内訳

貸付種別

当事業年度
（2024年３月31日）

件数 残高（千円） 平均約
定利率
（％） 

構成割合
（％）

 
構成割合
（％）

消費者向      

無担保（住宅向を除く） － － － － －

有担保（住宅向を除く） 1,989 37.9 25,448,702 26.7 5.39

住宅向 149 2.8 2,112,855 2.2 5.09

計 2,138 40.7 27,561,557 28.9 5.37

事業者向      

計 3,112 59.3 67,817,202 71.1 5.13

合計 5,250 100.0 95,378,759 100.0 5.20

（注）件数は同一顧客の場合でも契約が異なる場合は１件として計算しておりますので、顧客数での表示とは

相違があります。
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ロ．調達別内訳

借入先等

当事業年度
（2024年３月31日）

残高（千円）
平均調達金利

（％）

金融機関等からの借入 60,547,533 0.76

その他 － －

 社債・ＣＰ － －

合計 60,547,533 0.76

自己資本 47,671,021 －

 資本金・出資額 2,307,848 －

（注）「自己資本」は、資産の合計額より負債の合計額を控除し、引当金（特別法上の引当金を含む。）の合

計額を加えた額です。

 

ハ．業種別貸付金残高内訳

業種別

当事業年度
（2024年３月31日）

先数 残高（千円）

 
構成割合
（％）

 
構成割合
（％）

製造業 91 2.4 2,409,534 2.5

建設業 131 3.4 2,698,245 2.8

電気・ガス・熱供給・水道業 － － － －

運輸・通信業 115 3.0 2,253,597 2.4

卸売・小売業、飲食店 345 9.0 8,783,292 9.2

金融・保険業 16 0.4 283,360 0.3

不動産業 210 5.5 11,825,795 12.4

不動産賃貸業 529 13.8 23,125,342 24.2

サービス業 288 7.5 5,212,016 5.5

個人 1,672 43.7 27,561,557 28.9

その他 432 11.3 11,226,017 11.8

合計 3,829 100.0 95,378,759 100.0

（注）先数は顧客数で表示いたしております。
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ニ．担保別貸付金残高内訳

受入担保の種類

当事業年度
（2024年３月31日）

残高（千円） 構成割合（％）

有価証券 － －

 うち株式 － －

債権 － －

 うち預金 － －

商品 － －

不動産 95,378,759 100.0

財団 － －

その他 － －

計 95,378,759 100.0

保証 － －

無担保 － －

合計 95,378,759 100.0

 

ホ．期間別貸付金残高内訳

期間別

当事業年度
（2024年３月31日）

件数 残高（千円）

 
構成割合
（％）

 
構成割合
（％）

１年以下 146 2.8 4,541,972 4.8

１年超　５年以下 1,816 34.6 43,969,270 46.1

５年超　10年以下 2,218 42.2 38,024,515 39.9

10年超　15年以下 776 14.8 6,521,591 6.8

15年超　20年以下 233 4.4 1,462,933 1.5

20年超　25年以下 52 1.0 287,707 0.3

25年超 9 0.2 570,767 0.6

合計 5,250 100.0 95,378,759 100.0

１件当たり平均期間 5.1年

（注)１．件数は同一顧客の場合でも契約が異なる場合は１件として計算しておりますので、顧客数での表示

とは相違があります。

２．期間は約定期間によっております。
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④　営業の実績

イ．営業収益の実績

当事業年度の営業収益をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
当事業年度

（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

前年同期比（％）

不動産担保ローン事業 （千円） 6,754,821 9.3

報告セグメント計 （千円） 6,754,821 9.3

合計 （千円） 6,754,821 9.3

 

ロ．営業貸付金増減額及び残高

区分

前事業年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）

期首残高 78,224,473 88,641,883

期中貸付額 37,580,616 37,602,814

期中回収額 27,163,205 30,865,938

破産更生債権等振替額 － －

貸倒償却額 － －

期末残高 88,641,883 95,378,759

平均貸付金残高 82,865,815 92,153,544

 

ハ．営業貸付金残高の内訳

利率別貸付金残高内訳

利率別

前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

件数 残高（千円） 件数 残高（千円）

 
構成割合
（％）

 
構成割合
（％）

 
構成割合
（％）

 
構成割合
（％）

 0.0％超 　4.0％以下 229 4.3 17,812,923 20.1 145 2.8 9,735,248 10.2

 4.0％超 　5.0％以下 1,399 26.3 38,037,721 42.9 1,239 23.6 41,114,001 43.1

 5.0％超 　6.0％以下 1,821 34.2 21,353,928 24.1 1,885 35.9 30,628,306 32.1

 6.0％超 　7.0％以下 961 18.0 7,492,657 8.5 1,261 24.0 10,980,786 11.5

 7.0％超 　8.0％以下 852 16.0 3,764,895 4.2 667 12.7 2,787,105 2.9

 8.0％超 　9.0％以下 63 1.2 179,758 0.2 53 1.0 133,310 0.2

 9.0％超　10.0％以下 － － － － － － － －

合計 5,325 100.0 88,641,883 100.0 5,250 100.0 95,378,759 100.0

（注）件数は同一顧客の場合でも契約が異なる場合は１件として計算しておりますので、顧客数での表示とは

相違があります。
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ニ．調達実績

借入先別内訳

借入先別

前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

調達額
（千円）

返済額
（千円）

期末残高
（千円）

調達額
（千円）

返済額
（千円）

期末残高
（千円）

都市銀行 4,290,000 3,013,592 9,354,610 4,390,000 3,294,992 10,449,618

地方銀行 10,620,000 8,100,836 24,210,946 12,520,000 8,890,531 27,840,415

信託銀行 300,000 325,000 690,000 350,000 305,000 735,000

その他銀行 5,400,000 2,340,000 8,710,000 5,300,000 3,755,000 10,255,000

保険会社 － 45,000 － － － －

事業会社 1,500,000 510,000 2,115,000 － 660,000 1,455,000

関係会社 － － － 2,000,000 2,000,000 －

証券化借入金 7,000,000 － 10,000,000 － 187,500 9,812,500

合計 29,110,000 14,334,428 55,080,556 24,560,000 19,093,023 60,547,533

 

(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、本項に記載した将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものです。従いまして、将来に

関する事項には不確実性が内在している、或いはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる

可能性がありますのでご留意ください。

 

①　財政状態及び経営成績の分析

財政状態及び経営成績の分析については、「(1）経営成績等の状況の概要　①　財政状態及び経営成績の状

況」に記載のとおりです。

 

②　経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　３．事業等のリスク」に記載のとお

りです。

 

③　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

は、第５[経理の状況]　１財務諸表等（1）財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとおりで

す。

 

④　資本の財源及び資金の流動性

当社の営業活動における資金需要の主なものは営業貸付金を中心としたものであり、当該資金需要について

は、自己資金及び金融機関からの借入れにより必要資金を調達しております。

また、当社では、貸付予定等を勘案した資金管理を日々行っており、手許流動性と有利子負債との適正バラ

ンスを考えながら、資金の効率化を図っております。

なお、当事業年度のキャッシュ・フローの状況については、「(1）経営成績等の状況の概要　②　キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりです。

 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度において、総額110,083千円（無形固定資産への投資も含む。）の設備投資を行いました。

主なものとしては、不動産賃貸事業における賃貸不動産の改修及び社有車の取得によるものです。

 

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりです。

2024年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物
（千円）

構築物
（千円）

車両運搬具
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

ソフトウエア
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

本社
(東京都渋谷区)

統括業務施設
及び営業設備

27,218 26 21,718 － 24,785 19,684 93,433 27

銀座支店
(東京都中央区)

営業設備 1,811 － － － － 246 2,057 7

新宿支店
(東京都新宿区)

営業設備 5,657 － － － － 876 6,533 11

池袋支店
(東京都豊島区)

営業設備 1,576 － － － － 184 1,761 5

上野支店
(東京都台東区)

営業設備 3,929 － － － － 78 4,008 4

横浜支店
(神奈川県横浜市西区)

営業設備 2,270 － － － － 323 2,593 7

大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区)

営業設備 1,380 － 0 － － 141 1,522 3

賃貸用不動産
（東京都渋谷区）

賃貸用不動産 68,064 － －
383,906
(204.87)

－ － 451,971 －

賃貸用不動産
（東京都目黒区）

賃貸用不動産 59,785 － －
335,457
(319.30)

－ 944 396,187 －

賃貸用不動産
（東京都目黒区）

賃貸用不動産 684,942 － －
2,331,214
(795.32)

－ 5,684 3,021,841 －

保養所
(静岡県賀茂郡東伊豆町)

福利厚生設備 10,048 － －
1,440

（32.26)
－ 0 11,489 －

（注)１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びに借地権であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２．当社は不動産担保ローン事業の単一セグメントであるため「セグメントの名称」の記載を省略しております。

３．本社及び支店は全て賃借しており、その賃借料は年間119,821千円です。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 108,000,000

計 108,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2024年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2024年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 32,980,500 32,980,500
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数
100株

計 32,980,500 32,980,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2018年７月１日

（注）
21,987,000 32,980,500 － 2,307,848 － －

（注）株式分割（１：３）によるものです。

 

（５）【所有者別状況】

       2024年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 8 22 76 43 11 8,832 8,992 －

所有株式数
（単元）

－ 8,778 2,547 163,227 4,623 43 150,556 329,774 3,100

所有株式数の割合
（％）

－ 2.7 0.8 49.5 1.4 0.0 45.6 100.0 －

（注）自己株式4,500株は「個人その他」に45単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

  2024年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

株式会社フレキシブル 東京都中央区銀座６丁目４－９ 11,394,400 34.55

草間　庸文 東京都目黒区 9,399,100 28.50

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 2,477,200 7.51

株式会社ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　２ 東京都豊島区南池袋２丁目９－９ 1,540,900 4.67

諸藤　周平 福岡県福岡市早良区 913,600 2.77

株式会社山和 東京都渋谷区渋谷２丁目９－９ 770,100 2.34

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 509,100 1.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号
赤坂インターシティＡＩＲ

317,800 0.96

草間　康子 東京都目黒区 270,000 0.82

草間　裕子 東京都目黒区 225,000 0.68

草間　雄介 東京都渋谷区 225,000 0.68

計 － 28,042,200 85.04

（注)１．上記の持株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　317,800株

２．当事業年度末現在における株式会社日本カストディ銀行（信託口）の信託業務株式数については、当社として

把握することができないため記載しておりません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 4,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,972,900 329,729 －

単元未満株式 普通株式 3,100 － －

発行済株式総数  32,980,500 － －

総株主の議決権  － 329,729 －

 

②【自己株式等】

    2024年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アサックス
東京都渋谷区広尾
一丁目３番14号

4,500 － 4,500 0.01

計 － 4,500 － 4,500 0.01

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　　普通株式

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他（―） － － － －

保有自己株式数 4,500 － 4,500 －
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３【配当政策】

利益配分に関する基本方針といたしましては、１株当たり利益水準を高めるべく収益力の向上に努め、その収益力

を基準に企業体質の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を考慮したうえで増配等の方策により、株主に

対し積極的に利益還元を行う方針です。このような基本方針を踏まえて、配当性向は概ね20％といたしておりますの

で、当期利益の増減に伴い配当金も変動させていく方針です。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり20円としております。

当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関

は、期末配当については株主総会又は取締役会、中間配当については取締役会です。なお、会社法第459条第１項各

号の規定に基づき、取締役会の決議により、自己の株式の取得及び配当等を行うことができる旨、また、会社法第

454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨

を定款に定めております。

内部留保金につきましては営業貸付金に充当し営業力の強化を図っていく方針です。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

 

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

2024年６月26日
659,520 20

定時株主総会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「信頼経営」を根幹に据えており、中長期的に成長を遂げていくうえで、株主、お客様、取引先、従業

員、地域社会等の様々なステークホルダーと信頼関係を築き上げていく経営を実践していくためにコーポレー

ト・ガバナンスの充実が不可欠と認識しております。

このような認識の下、コンプライアンスの徹底を前提に、当社の経営課題や取り巻く環境変化に一歩先をいく

意思決定と実行のスピードアップを推進し、企業価値の向上を目指すとともに、健全性及び透明性の絶えざる高

度化に努め、適時かつ正確な情報開示体制を構築していくことであらゆるステークホルダーからの信頼を確保

し、その利益の最大化を図ることを基本方針といたしております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。

イ．企業統治の体制の概要

当社は経営の安全性と透明性を高めるため、以下の体制、組織を構築しております。

 

 

(a）取締役会による「経営戦略の立案」と「業務執行の監督」

当社の取締役会は、取締役７名（うち３名は監査等委員）で構成されており、経営課題や取り巻く環境変

化に一歩先を行く迅速な意思決定と実行のスピードアップが図れるよう、「経営戦略の立案」と「業務執行

の監督」を担っております。

（取締役会構成員の氏名等）

議長　　代表取締役社長　草間雄介

構成員　代表取締役会長　草間庸文、取締役　池尻周平、取締役　小林一成

社外取締役　成田隆一、社外取締役　松﨑孝夫、社外取締役　林康司
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(b）監査等委員会制度を中心とするモニタリング

当社は、監査等委員会制度を中心として経営のモニタリングを実施しております。当社の監査等委員会

は、監査等委員３名（いずれも社外取締役）で構成されており、各監査等委員は、取締役会その他重要な会

議に出席するほか、代表取締役との意見交換、定期的な取締役等からの業務執行状況の聴取、内部監査部門

との積極的な情報交換などにより、取締役の職務の執行を監査するほか、会計監査人とも積極的に情報交換

を行い、会計監査における緊密な連携を図っております。

（監査等委員会構成員の氏名等）

議長　　監査等委員長　成田隆一

構成員　監査等委員　松﨑孝夫、監査等委員　林康司

 

(c）内部監査体制及び監査等委員会・会計監査人との連携

当社は、内部監査を行う独立した部門として内部監査室を設置して「業務監査」を実施しております。内

部監査室は監査等委員会や会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図りながら、内部監査機

能の強化に努めております。

 

ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社においては、独立性を保持し、法律や税務会計等の専門知識等を有する複数の社外取締役（監査等委員

会）が、会計監査人・内部監査室との積極的な連携を通じて行う「監査」と、取締役会による「経営戦略の立

案」「業務執行の監督」とを調和させ、ガバナンスの有効性を図っております。かかる体制は、当社のコーポ

レート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断して

おりますため、当社は当該ガバナンス体制を採用しております。

 

ハ．取締役会の活動状況

当社は、取締役会を原則として月１回開催する旨、「取締役会規程」に定めております。

当事業年度における臨時取締役会を含めた取締役会の開催回数及び個々の取締役の出席状況については以下

のとおりです。

氏 名 開催回数 出席回数

草間　庸文 17回 15回

草間　雄介 17回 16回

池尻　周平 17回 17回

成田　隆一 17回 17回

松﨑　孝夫 17回 17回

林　康司 17回 16回

 

また、当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は主に以下のとおりです

・年度経営計画の決定及び実施状況の報告

・業務執行状況の報告

・監査等委員会監査の状況の報告

・内部統制評価結果の報告

・取締役の報酬額の決定

・取締役の選任及び役職等の決定

・子会社の設立の決定、増資の決定及び重要な資産の取得の承認

・関係会社からの借入れの承認

・リスク評価及び内部統制評価結果の報告
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③　企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、「会社創業以来の経営理念であるお客様第一主義を基本とし、常に公正・中立の立場に立ち、質の

高いサービスを提供することにより豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標とし、株主、お客様、取引先、

従業員などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことを当社の行動原理・原則である「ア

サックス企業行動憲章」にて宣言しております。

また、当社の企業価値の向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動により生じるリ

スクをコントロールすることが必要であり、このためのコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であるとの

基本認識のもと、以下の通り「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、この方針に基づき体制の

整備を進めております。

 

(a）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1）当社は、コンプライアンスが経営の最重要課題の一つであるとの認識のもと、「アサックス企業行動憲

章」を制定し、法令遵守はもとより社会規範や倫理に則った企業活動を遂行することを基本方針とする。

2）「コンプライアンス規程」をはじめとした社内の諸規程を制定して取締役及び使用人に周知徹底を図

り、以下の体制を整備・運用する。

ⅰ　取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監

視・監督する。

ⅱ　監査等委員会は、取締役の職務執行状況につき、監査基準及び監査計画に基づき監査を行う。

ⅲ　コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、総務統括部長をコンプライアンス責任者に任命

し、会社全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

ⅳ　コンプライアンス推進部署による研修等のコンプライアンス教育を通して、継続的に研鑽を積む環境

を整備する。

ⅴ　内部通報制度を設け、その実効性を確保するために通報者の匿名性保持、通報に基づく調査・措置、

通報者の不利益取扱の禁止等の措置を講じる。

 

(b）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1）取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報は、法令、定款及び「文書管理規

程」をはじめとした社内規程に基づき適正に保存及び管理を行う。

2）情報の管理に関しては「個人情報保護および安全管理に関する取扱規程」及び「個人情報保護および安

全管理に関する運用細則」を策定し、遵守の徹底を図る。

 

(c）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1）当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定める。

2）「リスク管理規程」により、リスクの定義及びリスク管理部署を定め、当社を取り巻くリスクに対し、

リスクの排除、予防及びリスクによる不測の損失に対し効果的に対処する管理体制を整備する。

3）万一、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、必要に応じ

て顧問弁護士等を含めた対策チームを組織して迅速な対応を行い、損失の拡大を防止し、これを最小限に

止めるよう努める。

 

(d）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1）取締役の職務執行が適切に行われるよう、取締役会は「取締役会規程」に基づき運営する。

2）「組織・業務分掌規程」及び「職務権限規程」において職務の分掌及び権限について詳細を定め、効率

的に職務の執行が行われる体制を整備する。

3）取締役会の事務局を設置し、資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、必要に応じて速

やかに取締役会を開催し、付議基準に定める事項が適時に上程・審議できる体制を確保する。
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(e）当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、子会社の自主性を尊重する中で、グループの企業価値を持続的に向上できるよう、グループにお

ける内部統制システムを整備する。

1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

子会社は、財務諸表、事業報告その他の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社への

定期的な報告を行うとともに、当社からの役員の派遣、当社監査等委員会及び内部監査室による監査等を

通じて、子会社における業務を監視・監督する。

2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社において「リスク管理規程」を定めてリスク管理に係る体制を整備し、当社はその適正な運用を

確保するとともに、子会社が抱えるリスクを把握し、適正に管理する。

3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社から派遣した役員に業務執行を委嘱し、効率的に子会社の取締役の職務の執行が行われることを確

保する。

4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、子会社に、その事業内容に応じて「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制を

適切に構築及び運用させるものとし、子会社における財務報告の信頼性を確保するために必要な内部統制

の体制を構築及び運用させる。

 

(f）監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び

使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の求めがあった場合には、監査等委員会と協議のうえで必要な人員を配置する。

 

(g）前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項並びに当

該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

1）前号の取締役及び使用人の任命・異動等の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を

得ることにより、取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性を確保する。

2）前号の取締役及び使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

 

(h）監査等委員会への報告に関する体制

1）取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

ⅰ　取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執

行状況の報告を行う。

ⅱ　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに常勤の監査等委員に

報告を行い、常勤の監査等委員は臨時監査等委員会を招集し、事実の報告を行う。

2）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告を

するための体制

ⅰ　当社は、子会社の取締役及び使用人がその業務執行に関し当社の監査等委員会から報告を求められた

場合、速やかに報告するための体制を整備する。

ⅱ　「コンプライアンス規程」により子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受け

た者が当社の監査等委員会に直接報告を行うことができる体制を整備する。

 

(i）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制

当社は、当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人又

はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保するために、「コンプライアンス規程」において報告者の不利益取扱の禁止等の措置を規定す

る。

 

(j）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払

又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員会が職務の執行につき費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当

該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用又は債務を処理するものとす

る。
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(k）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1）監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を行い、相互の意思疎通を図るよう努める。

2）監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との連携を保ち、意見交換及び情報交換により監査等委員

会の監査の実効性を確保する。

 

(l）反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、「アサックス企業行動憲章」において市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団

体とは断固として対決することを宣言し、反社会的勢力排除に関して「コンプライアンス規程」に明文の根

拠を設け、組織全体として対応することとする。

 

(m）財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、内部監査室が代表取締役社長の指示の下、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保す

るため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の態勢構築・整備を推進す

る。

 

ロ．リスク管理体制の整備の状況

当社における経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、各事業内容におけるリスクの適正な分析・評価・検

討を行うため、「リスク管理規程」に基づき、リスクの種類に応じて主管部署及び管理責任者を定めておりま

す。

管理責任者は、日頃からリスク管理の重要性を啓蒙するとともに、万一不測の事態が発生した場合は直ちに

取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、必要に応

じて顧問弁護士等の専門家を含めた対策チームを組織して迅速な対応を行い、損失を最小限に止める体制を整

えております。

また、定期的に行う内部監査を通してリスクを未然に防止するよう努めるとともに、リスク管理体制の有効

性を検証しております。

 

ハ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」の

「(e）当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に定める方

針に基づき体制の整備を進めております。

 

ニ．取締役の定数

当社は取締役の員数を11名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款に

定めております。

 

ホ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行

う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めて

おります。

 

ヘ．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするもので

す。

 

ト．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
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チ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役及び第47期定時株主

総会終結前の行為に関する監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の

決議によって免除できる旨を定款に定めております。これは取締役が経営の執行等を行うに当たり、各々の期

待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。

 

リ．取締役の責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、

現時点で責任限定契約の締結はありません。

 

ヌ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合

を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。

また、株主への機動的な利益還元を行うために、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議に

より中間配当を実施することができる旨についても定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 7名　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

会長
草間　庸文 1949年９月26日生

1973年４月 安田生命保険相互会社入社

1974年９月 当社取締役

1975年９月 株式会社山和住宅（現株式会社山和）入社

1981年11月 同社取締役

1993年１月 同社代表取締役

1994年５月 当社代表取締役社長

2005年11月 株式会社山和住宅（現株式会社山和）代表取締役

辞任、取締役就任

2007年11月 株式会社山和取締役辞任

2020年６月 当社代表取締役会長（現任）
　

(注)４ 9,399,100

代表取締役

社長

兼審査部長

草間　雄介 1985年５月９日生

2008年４月 オリックス株式会社入社

2008年４月 株式会社フレキシブル取締役

2013年３月 当社入社

2013年６月

2015年５月

当社取締役

当社取締役審査部長・管理部門担当

2017年６月 当社常務取締役審査部長・管理部門担当

2020年６月 当社代表取締役社長兼審査部長（現任）

2023年３月 株式会社フレキシブル代表取締役（現任）
  　

(注)４ 225,000

取締役

営業統括部長
池尻　周平 1978年６月20日生

2002年３月 当社入社

2008年２月 当社銀座支店長

2010年２月 当社本社営業課長

2016年５月 当社本社営業部長

2016年６月 当社取締役営業統括部長

2020年６月 当社取締役営業統括部長・管理部門担当

2024年６月 当社取締役営業統括部長（現任）
　

(注)４ 6,900

取締役

管理部門担当
小林　一成 1981年２月17日生

2003年３月 当社入社

2019年１月 当社銀座支店長

2020年５月 当社総務統括部長

2022年４月 当社本社営業部長

2023年７月 当社新宿支店長

2024年６月 当社取締役・管理部門担当（現任）
　

(注)４ 500

取締役

（監査等委員）
成田　隆一 1971年４月19日生

1995年４月 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会

社）入行

1998年７月 建設省（現国土交通省）出向

2000年６月 安田信託銀行株式会社復帰

2001年４月 プライスウォーターハウスクーパース・フィナン

シャル・アドバイザリーサービス株式会社（現

PwCアドバイザリー合同会社）入社

2002年11月 エートス・ジャパン・エルエルシー入社

2004年６月 株式会社吉村総合計画鑑定取締役ＣＯＯ

2007年８月 株式会社フローク・アドバイザリー設立、代表取

締役社長（現任）

2008年10月 トキワユナイテッドパートナーズＬＬＰパート

ナー（現任）

2013年３月 株式会社ＪＢＳファシリティーズ社外取締役（現

任）

2013年12月 ＳＧアセットマックス株式会社投資委員会外部委

員（現任）

2019年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)５ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

(監査等委員)
松﨑　孝夫 1955年９月25日生

1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新

生銀行）入行

1999年９月 同行東京支店東京営業第二部長

2009年10月 同行執行役大阪支店長

2010年９月 同行常務執行役員大阪支店長

2010年10月 同行常務執行役員法人部門副部門長兼法人営業統

轄本部長

2012年２月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構常務取

締役

2014年６月 当社取締役

2016年４月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構代表取

締役（現任）

2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
  　

(注)６ 600

取締役

（監査等委員）
林　康司 1965年２月27日生

1995年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

1995年４月 阿部・井窪・片山法律事務所入所

2000年１月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

2007年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー

2013年12月 新堂・松村法律事務所マネージング・パートナー

2016年６月 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ社外取締役

（監査等委員）（現任）

2017年４月 林総合法律事務所設立、代表弁護士（現任）

2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

2023年６月 株式会社駒井ハルテック社外監査役（現任）
　

(注)６ －

計 9,632,100

（注)１．当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長　成田隆一、委員　松﨑孝夫、委員　林康司

２．代表取締役社長草間雄介は、代表取締役会長草間庸文の二親等内の親族です。

３．成田隆一、松﨑孝夫及び林康司は、社外取締役です。

４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

７．所有株式数は、2024年３月31日現在のものです。
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②　社外役員の状況

イ．社外取締役の主な活動状況

当事業年度における取締役会及び監査等委員会における出席並びに発言状況

当事業年度における社外取締役は３名（いずれも監査等委員）です。

社外取締役の活動状況につきましては、取締役成田隆一は当事業年度中に開催された取締役会17回の全て

に出席し、不動産鑑定士としての専門的見地に基づく発言を適宜行っており、取締役会の意思決定の妥当

性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

また、当事業年度中に開催された監査等委員会13回の全てに出席し、監査結果についての意見交換等必要

な発言を適宜行っております。

取締役松﨑孝夫は当事業年度中に開催された取締役会17回の全てに出席し、金融機関における豊富な経験

と幅広い専門知識に基づいた発言を適宜行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

の適切な役割を果たしております。

また、当事業年度中に開催された監査等委員会13回の全てに出席し、監査結果についての意見交換等必要

な発言を適宜行っております。

取締役林康司は当事業年度中に開催された取締役会17回のうち16回に出席し、弁護士としての専門的見地

に基づく発言を適宜行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た

しております。

また、当事業年度中に開催された監査等委員会13回のうち12回に出席し、監査結果についての意見交換等

必要な発言を適宜行っております。

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、「経営戦略の立案」と「業務執行の監督」を担う取締役会

に対し、客観的・中立的立場からの経営監視機能を強化することが重要であると考えております。現状で

は、社外取締役による監督又は監査が実施されることによって、外部からの経営監視機能が確保されている

と認識しております。

 

ロ．取締役等との意見交換

社外取締役は、定期的に開催される取締役会のほか、取締役等とのミーティングを適宜開催し、会社の経

営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行っております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督、監査及び会計の監査を行っております。

 

ハ．社外取締役の機能及び役割

社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及

び高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等を実施してお

り、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

 

ニ．社外取締役の独立性に関する考え方

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基

づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれが

ないことを基本的な考え方として選任しております。

 

ホ．当社と当社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役松﨑孝夫は、当社の株式を600株保有しております。

なお、上記以外の社外取締役２名と当社との間には、特別な人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他

の利害関係はありません。

 

ヘ．責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

当社の内部監査及び監査等委員会の組織は、内部監査につきましては代表取締役社長直轄下に内部監査室を設

置、監査等委員会につきましては監査等委員である取締役３名（いずれも社外取締役）で構成されております。

内部監査につきましては、内部監査室長に業務経験豊富な者を登用し、業務執行部門における関連法令及び社

内規程の遵守状況、業務プロセスの適正性の監査を目的として、内部監査規程に基づき、年間の計画を立案し、

代表取締役社長承認のうえ「業務監査」を実施しております。また内部監査室は、金融商品取引法の内部統制報

告制度への対応の一環として、当社の「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。こうした「業務

監査」及び「財務報告に係る内部統制の評価」の結果については、代表取締役社長及び監査等委員会並びに会計

監査人に報告し、積極的な情報交換を通じて効率的で実効性のある監査の実施を図っております。

なお、内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う仕組みはないものの、内部監査室長より監査等委員会に

おいて報告された内部監査結果につき監査等委員会から取締役会に報告する体制とすることで、取締役会に対し

て情報の連携を図っております。

監査等委員会につきましては、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて開催することとしており、

「法令、定款に基づき、会社業務の執行が適法かつ的確に行われているかについて重点監査を行う。」との監査

方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務の調査等により取締役の職務執行を監

査するとともに、業務執行部門に対しても原則として年１回の監査を実施し、内部監査室との連携を図っており

ます。また、会計監査人による監査実施状況のヒアリングや監査現場への立会い等を通じて意見交換等の連携を

強化し、会計監査における緊密な連携を図っております。

なお、当社は、以下のとおり法律及び財務会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員を選任しておりま

す。

・取締役（監査等委員）成田隆一は、不動産鑑定士の資格を有しております。

・取締役（監査等委員）松﨑孝夫は、金融機関における豊富な経験と幅広い専門知識を有しております。

・取締役（監査等委員）林康司は、弁護士の資格を有しております。

 

また、当事業年度における監査等委員会の具体的な検討内容は主に以下のとおりです。

・監査方針および監査計画の策定

・取締役の選任及び報酬に関する意見の決定

・監査等委員の選任及び報酬に関する意見の決定

・監査報告書の作成

・会計監査人の監査の相当性に関する意見形成

・会計監査人の選任に関する決定

・会計監査人の監査報酬に関する同意
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（３）【監査の状況】

①　内部監査及び監査等委員会監査の状況

「４　コーポレートガバナンスの状況等　（２）役員の状況　③　社外取締役による監督又は監査と内部監

査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。

 

②　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

ｂ．継続監査期間

１年間

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

齋藤　哲

河島　啓太

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　　　　３名

その他　　　　　　　22名

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（日本監査役協会）に記載されている

会計監査人の選定基準項目に照らし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会

計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを選定方針としております。

なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監

査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

 

ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（日本監査役

協会）に記載されている、会計監査人の評価基準項目に従い監査法人に対して評価を行っております。

なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとお

りです。

(1）処分対象

太陽有限責任監査法人

(2）処分の内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止　３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日まで。ただし、既に

監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の

締結を除く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）

・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監査業務に係る審査）に

関与することの禁止　３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日まで）

(3）処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当の注意を怠

り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

(4）当社の対応

監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由と背景、業

務改善命令の内容についての報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁に対して、2024年１月31日に業

務改善計画書を、2月29日及び3月29日に業務改善報告書を提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改

善に取り組んでいることを確認しました。

その結果、今回の処分が当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らし

て、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断

し、再任について同意いたしました。
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ｇ．監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前事業年度　　EY新日本有限責任監査法人

当事業年度　　太陽有限責任監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

異動に係る監査公認会計士等の名称

選任する監査公認会計士等の名称

太陽有限責任監査法人

退任する監査公認会計士等の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

異動の年月日

2023年６月29日

 

退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2005年６月３日

 

退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

 

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人は、2023年６月29日開催予定の第54回定時株

主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ

妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期に

わたることに加え、監査環境の変化による継続した監査報酬の増額が見込まれることから、当社の事

業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等を踏まえ複数の監査法人を対象として総合的に検討し

た結果、その後任として新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任することといたしまし

た。

 

上記異動の決定又は異動に至った理由及び経緯に対する意見

退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

監査等委員会の意見

妥当であると判断しております。
 

EDINET提出書類

株式会社アサックス(E03746)

有価証券報告書

36/72



③　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

22,900 944 24,500 472

当社における非監査業務の内容は、資金調達に関する合意された手続業務です。

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。

 

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、過年度の監査時間及び報酬の推移、監査計画と実績の状況

等を総合的に勘案した結果、監査計画と報酬の見積りは妥当であると認め、同意しております。
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（４）【役員の報酬等】

①　取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ．取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、2021年４月２日開催の取締役会において、監査等委員である取締役４名（いずれも社外取締役）が

出席し、十分な議論を尽くした上で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額又はその算定

方法の決定に関する方針を決議しております。

なお、2016年６月29日開催の第47回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

報酬限度額については年額200,000千円以内、取締役（監査等委員）の報酬限度額については年額15,000千円

以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数

は３名、取締役（監査等委員）の員数は４名（いずれも社外取締役）です。

 

ロ．取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容の概要

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の

内容は以下のとおりです。

 

(a) 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）

金銭報酬である固定報酬、賞与及び退任時に支給する退職慰労金で構成しております。

固定報酬については、持続的な企業価値向上に資するものであること、及び優秀な人材の確保を実現する

ものであることを基本として決定することとしております。

具体的には、会社の業績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員給与とのバランス等を勘案し、株主総

会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会における再一任決議に基づき代表取締役会長及び代表取締

役社長の協議の上、各取締役への年間報酬額を決定し、当該年間報酬額を12等分した金額を毎月現金で支給

することとしております。

賞与については、当社の営業成績に応じて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、固定報酬とは

別に株主総会の決議を経て決定することとしております。株主総会の決議が、個々の取締役が受けるべき賞

与の額を示さなかった時の配分は、取締役としての個々の業務執行状況を評価して取締役会で決定すること

としております。

退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議するこ

ととしております。所定の基準としては、「役員退職慰労金規程」を制定しており、個別の支給額、支給方

法及び支給時期については、取締役会における一任決議に基づき代表取締役社長が相当額の範囲内で決定す

ることとしております。

 

(b) 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）

その役割及び独立性の観点から金銭報酬である固定報酬のみとし、固定報酬については、株主総会で決議

された報酬限度額の範囲内で、取締役会における再一任決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長の

協議の上、各取締役への年間報酬額を決定し、当該年間報酬額を12等分した金額を毎月現金で支給すること

としております。

 

ハ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額については、2023年４月７日開催の取締役会における再一任決議

に基づき、代表取締役会長草間庸文及び代表取締役社長草間雄介の協議の上決定しております。取締役会は、

当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査等委員である取締役の意見を得ることとしてお

り、監査等委員会は、当該報酬が会社の業績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員給与とのバランス等を

勘案したものであり、決定方針に沿うものであると判断しております。
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ニ．取締役の個人別の報酬の決定に係る委任に関する事項

当事業年度における各取締役への固定報酬の決定は、2023年４月７日開催の取締役会における再一任決議に

基づき、代表取締役会長草間庸文及び代表取締役社長草間雄介の協議に委任しております。その権限の内容

は、会社の業績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員給与とのバランス等を勘案し、株主総会で決議され

た報酬限度額の範囲内で、各取締役への年間報酬額を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、

当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務や職責の評価を行うのに最も適していると判断したからで

す。また、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、監査等委員である取締役の意見を得ることとして

おり、監査等委員会は、当該報酬が適切であり、基本方針に沿った内容であるかどうかを多角的に検討してお

ります。

 

なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員の協議により決定しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 賞与 退職慰労金

取締役
（監査等委員及び社外取
締役を除く）

121,306 100,200 － 21,106 3

監査等委員
（社外取締役を除く）

－ － － － －

社外役員 11,400 11,400 － － 3

 

③　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。

 
④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

（５）【株式の保有状況】

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）及び「特定

金融会社等の会計の整理に関する命令」（1999年総理府・大蔵省令第32号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2023年４月１日から2024年３月31日ま

で）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第54期事業年度　EY新日本有限責任監査法人

第55期事業年度　太陽有限責任監査法人

 

３．連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、

連結財務諸表は作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2023年３月31日)
当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,345,119 5,469,850

営業貸付金 ※２,※３,※４ 88,641,883 ※２,※３,※４ 95,378,759

販売用不動産 38,316 46,189

前払費用 46,958 73,271

その他 ※４ 1,503,343 ※４ 714,166

貸倒引当金 △98,000 △105,500

流動資産合計 96,477,622 101,576,738

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※１ 58,770 ※１ 53,893

構築物（純額） ※１ 29 ※１ 26

車両運搬具（純額） ※１ 4,814 ※１ 21,718

工具、器具及び備品（純額） ※１ 26,444 ※１ 16,534

土地 1,440 1,440

賃貸不動産（純額） ※１,※２ 3,852,043 ※１,※２ 3,870,000

有形固定資産合計 3,943,543 3,963,614

無形固定資産   

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 14,624 24,785

その他 7,876 7,876

無形固定資産合計 27,501 37,662

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 2,011,877

繰延税金資産 474,399 452,910

その他 259,639 1,504,007

投資その他の資産合計 744,039 3,968,795

固定資産合計 4,715,084 7,970,072

資産合計 101,192,706 109,546,811
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2023年３月31日)
当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部   

流動負債   

１年以内返済予定の長期借入金 ※２ 14,416,364 ※２ 17,163,464

未払金 85,946 114,690

未払費用 40,935 51,061

未払法人税等 903,818 1,037,653

預り金 17,456 23,655

前受収益 21,208 22,686

賞与引当金 27,465 27,431

その他 1,592 7,027

流動負債合計 15,514,786 18,447,668

固定負債   

長期借入金 ※２ 40,664,192 ※２ 43,384,069

退職給付引当金 107,100 118,700

役員退職慰労引当金 1,071,100 1,092,206

その他 203,946 176,983

固定負債合計 42,046,338 44,771,958

負債合計 57,561,124 63,219,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,307,848 2,307,848

利益剰余金   

利益準備金 576,962 576,962

その他利益剰余金   

別途積立金 37,800,000 40,000,000

繰越利益剰余金 2,948,022 3,443,624

利益剰余金合計 41,324,984 44,020,586

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 43,631,582 46,327,184

純資産合計 43,631,582 46,327,184

負債純資産合計 101,192,706 109,546,811
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当事業年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業収益   

営業貸付金利息 4,538,833 4,924,737

その他の営業収益   

手数料収入 966,930 988,664

解約違約金 276,499 325,197

不動産賃貸収入 52,123 168,115

その他 346,457 348,105

その他の営業収益計 1,642,010 1,830,083

営業収益合計 6,180,844 6,754,821

営業費用   

金融費用   

支払利息 300,587 399,675

その他 78,415 54,965

金融費用計 379,002 454,641

売上原価   

不動産賃貸原価 25,126 106,183

売上原価合計 25,126 106,183

その他の営業費用   

広告宣伝費 161,830 196,823

貸倒引当金繰入額 11,700 7,500

役員報酬 112,800 111,600

役員退職慰労引当金繰入額 18,262 21,106

給料及び手当 363,703 374,928

賞与 90,573 89,447

賞与引当金繰入額 27,465 27,431

退職給付費用 23,100 13,591

減価償却費 17,623 28,440

租税公課 189,300 143,946

その他 457,470 432,262

その他の営業費用計 1,473,830 1,447,077

営業費用合計 1,877,959 2,007,902

営業利益 4,302,885 4,746,919
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当事業年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業外収益   

受取利息 29 1,229

関係会社貸付金利息 5,682 451

受取手数料 570 －

雑収入 923 1,855

有価証券利息 － 23,527

為替差益 － 164,929

デリバティブ評価益 － 150,110

営業外収益合計 7,205 342,103

営業外費用   

固定資産除却損 3,459 －

支払利息 8,817 27,354

営業外費用合計 12,277 27,354

経常利益 4,297,813 5,061,667

特別利益   

固定資産売却益 ※ 3,468 ※ 7,475

特別利益合計 3,468 7,475

税引前当期純利益 4,301,281 5,069,142

法人税、住民税及び事業税 1,528,642 1,758,484

法人税等調整額 △27,129 21,488

法人税等合計 1,501,513 1,779,972

当期純利益 2,799,768 3,289,170
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【不動産賃貸原価明細書】

  
前事業年度

(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当事業年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　減価償却費  17,126 68.2 51,411 48.4

Ⅱ　租税公課  3,709 14.8 31,922 30.1

Ⅲ　業務委託費  3,426 13.6 13,800 13.0

Ⅳ　支払保険料  340 1.3 669 0.6

Ⅴ　修繕費  115 0.5 6,072 5.7

Ⅵ　その他  406 1.6 2,306 2.2

不動産賃貸原価  25,126 100.0 106,183 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

純資産合計

 

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,307,848 576,962 35,800,000 2,741,821 39,118,783 △1,250 41,425,381 41,425,381

当期変動額         

別途積立金の積立 － － 2,000,000 △2,000,000 － － － －

剰余金の配当 － － － △593,568 △593,568 － △593,568 △593,568

当期純利益 － － － 2,799,768 2,799,768 － 2,799,768 2,799,768

当期変動額合計 － － 2,000,000 206,200 2,206,200 － 2,206,200 2,206,200

当期末残高 2,307,848 576,962 37,800,000 2,948,022 41,324,984 △1,250 43,631,582 43,631,582

 

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

純資産合計

 

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,307,848 576,962 37,800,000 2,948,022 41,324,984 △1,250 43,631,582 43,631,582

当期変動額         

別途積立金の積立 － － 2,200,000 △2,200,000 － － － －

剰余金の配当 － － － △593,568 △593,568 － △593,568 △593,568

当期純利益 － － － 3,289,170 3,289,170 － 3,289,170 3,289,170

当期変動額合計 － － 2,200,000 495,602 2,695,602 － 2,695,602 2,695,602

当期末残高 2,307,848 576,962 40,000,000 3,443,624 44,020,586 △1,250 46,327,184 46,327,184
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当事業年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 4,301,281 5,069,142

減価償却費 34,750 79,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,700 7,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,738 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,500 11,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,262 21,106

固定資産売却損益（△は益） △3,468 △7,475

固定資産除却損 3,459 －

為替差損益（△は益） － △164,929

デリバティブ評価損益（△は益） － △150,110

有価証券利息 － △23,527

受取利息 △5,712 △1,680

支払利息 8,817 27,354

営業貸付金の増減額（△は増加） △10,417,410 △6,736,875

販売用不動産の増減額（△は増加） △13,730 △7,872

賃貸資産の増減額（△は増加） △3,869,170 △69,368

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,532 74,461

未収消費税等の増減額（△は増加） △57,953 57,953

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 5,433 6,062

その他の資産の増減額（△は増加） △372,488 △127,444

その他の負債の増減額（△は減少） 216,468 △51,265

小計 △10,156,054 △1,985,551

利息の受取額 5,712 1,680

利息の支払額 △8,817 △27,354

法人税等の支払額 △1,261,005 △1,630,711

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,420,165 △3,641,937

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 4,589 7,475

有形固定資産の取得による支出 △15,275 △24,534

無形固定資産の取得による支出 △6,326 △16,180

敷金の回収による収入 6,034 －

敷金の差入による支出 － △1,145

関係会社貸付金の純増減額（△は増加） △40,000 840,000

有価証券の取得による支出 － △1,086,493

関係会社株式の取得による支出 － △2,001,877

その他 － 150,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,978 △2,132,645

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 29,110,000 24,560,000

長期借入金の返済による支出 △14,334,428 △19,093,023

配当金の支払額 △591,877 △591,745

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,183,694 4,875,231

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 24,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,712,550 △875,269

現金及び現金同等物の期首残高 3,632,569 6,345,119

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,345,119 ※ 5,469,850
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

満期保有目的債券

償却原価法

 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

 

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

 

４．固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物及び賃貸不動産（建物附属設備を除く）及び2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　８～38年

車両運搬具　　　　　　２～６年

工具、器具及び備品　　３～20年

賃貸不動産　　　　　　６～23年

 

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

 

５．引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

 

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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６．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合には特例

処理を採用しております。

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金

 

③　ヘッジ方針

当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

（重要な会計上の見積り）

不動産担保ローン業務における貸倒引当金の計上

①　当事業年度の財務諸表に計上した金額

 前事業年度 当事業年度

貸倒引当金（流動資産） 98,000 千円 105,500 千円

 

②　財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

イ．算出方法

当社は、一般債権については貸倒実績率により算定された貸倒見積高を、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案した上で、当該債権の期末残高から担保不動産による回収見込額を

減額して算定された貸倒見積高を貸倒引当金として計上しております。なお、担保不動産による回収見

込額は、条件が類似した近隣不動産の成約実績等を基に、路線価等の指標も参考にし、評価時点におい

て当該不動産を不動産市場で売り出した場合に売却可能な価格を採用しております。

 

ロ．主要な仮定

担保不動産による回収見込額は、条件が類似した近隣不動産の成約実績等を基に、路線価等の指標も

参考にし、評価時点において当該不動産を不動産市場で売り出した場合に売却可能な価格を採用してお

ります。その主要な仮定は、担保不動産による回収額が、採用した回収見込額を下回らないことであ

り、不動産市況の影響を受けます。

 

ハ．翌事業年度の財務諸表に与える影響

将来の担保不動産による回収時点において、当該担保不動産の価格に重要な下落がないとする仮定に

は不確実性があり、不動産市況の動向により担保不動産による回収見込額が当該債権の貸付金残高を下

回った場合は、営業貸付金の回収可能性に重要な影響を与えるリスクがあります。

なお、不動産市場における実勢価格が大幅に下落した場合には、追加の個別貸倒引当金の計上が発生

する可能性があります。
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（表示方法の変更）

（損益計算書）
前事業年度までは、賃貸不動産取得に係る借入金の支払利息を「金融費用」の「支払利息」に含めており

ましたが、金額的重要性が増したことから、当事業年度より「営業外収益」の「支払利息」として表示して
おります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「金融費用」の「支払利息」に含めていた8,817千円は、

「営業外費用」の「支払利息」として組み替えております。
 

（キャッシュ・フロー計算書）
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税引前当期純利益」に含めておりまし

た「支払利息」及び小計欄以下の「利息の支払額」は、金額的重要性が増したことから、当事業年度より独
立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており
ます。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「小計」に表示していた△10,164,872千円は、「支払利息」8,817千円、「利息の支払額」△8,817千円、
「小計」△10,156,054千円として組み替えております。

 

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額は次のとおりであります。

前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

228,184千円 275,386千円

 

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

営業貸付金 13,925,367 千円 13,430,018 千円

賃貸不動産 3,852,043  3,870,000  

計 17,777,411  17,300,019  

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

１年以内返済予定の長期借入金 341,000 千円 1,319,900 千円

長期借入金 12,689,500  11,369,600  

計 13,030,500  12,689,500  

 

※３　営業貸付金の方法別残高

営業貸付金は、全て証書貸付によるものであります。

 

EDINET提出書類

株式会社アサックス(E03746)

有価証券報告書

50/72



※４　「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年５月19日総理府・大蔵省令第32号)第９条

に定める債権は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 － 千円 － 千円

危険債権 －  －  

三月以上延滞債権 907,863  1,456,510  

貸出条件緩和債権 －  －  

正常債権 87,946,942  94,183,744  

計 88,854,805  95,640,255  
 

（注)１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等

の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

２．危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約

に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、上記１に該当しないも

のであります。

３．三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金

で、上記１及び２に該当しないものであります。

４．貸出条件緩和債権とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で、上記１、２及

び３に該当しないものであります。

５．正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１、２、３及び４

以外のものに区分される債権であります。

 

５　偶発債務の状況は以下のとおりであります。

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

保証業務に係る債務保証残高 44,345,819 千円 44,422,097 千円
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（損益計算書関係）

※　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

車両運搬具 3,438 千円 7,475 千円

工具、器具及び備品 29  －  

計 3,468  7,475  

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 32,980,500 － － 32,980,500

合計 32,980,500 － － 32,980,500

自己株式     

普通株式 4,500 － － 4,500

合計 4,500 － － 4,500

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年６月28日
定時株主総会

普通株式 593,568 18 2022年３月31日 2022年６月29日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会

普通株式 593,568 利益剰余金 18 2023年３月31日 2023年６月30日
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当事業年度（自2023年４月１日　至2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 32,980,500 － － 32,980,500

合計 32,980,500 － － 32,980,500

自己株式     

普通株式 4,500 － － 4,500

合計 4,500 － － 4,500

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会

普通株式 593,568 18 2023年３月31日 2023年６月30日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会

普通株式 659,520 利益剰余金 20 2024年３月31日 2024年６月27日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

現金及び預金勘定 6,345,119 千円 5,469,850 千円

現金及び現金同等物 6,345,119  5,469,850  

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、不動産担保ローン事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調整して、銀行等金融機関

からの借入れのほか、債権の流動化によって資金調達を行っており、調達した資金は営業貸付金を中心と

した事業運営全般に使用されております。

これらの有利子負債に係る調達金利は市場環境等により変動するため、金利変動による不利な影響が生

じないように、一部の借入金に対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っております。

なお、デリバティブ取引は当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に従い実施されております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する金融資産は、主として一般事業者及び個人に対する営業貸付金であり、顧客の契約不履

行によってもたらされる信用リスク及び担保不動産の価格変動リスクに晒されております。

借入金は、一定の環境の下で当社が市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行で

きなくなる流動性リスクに晒されております。また、このうちの変動金利の借入は、金利の変動リスクに

晒されておりますが、その一部について金利スワップ取引を利用して当該リスクをヘッジしております。

デリバティブ取引は、市場環境の変化等による有利子負債に係る調達金利の変動リスクに対するヘッジ

を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「６．ヘッジ会計の方法」をご参照

ください。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業貸付金については、「融資規程」等の内規に基づいて、適正な与信限度額の設定及び途上与信管

理における債権メンテナンス（担保不動産の再評価）によりリスク低減を図っております。

デリバティブ取引については、信用力の高い国内金融機関との取引に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。

 

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、一部の借入金に対して金利スワップ取引を利

用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、当社の内規である「デリバティブ取引管

理規程」に基づいて実施されております。

当社において金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は借入金であり、当社は当該金融商品に関し

て市場リスクに関する定量的分析を行っておりません。金利以外の全てのリスク変数が一定の場合、当

事業年度末現在の金利が10ベーシス・ポイント（0.1％）低ければ、当該金融資産と金融負債相殺後の

純額（資産側）の時価は28,339千円減少（前事業年度末は42,635千円減少）するものと考えられます。

反対に、金利が10ベーシス・ポイント（0.1％）高ければ、28,229千円増加（前事業年度末は42,442千

円増加）するものと考えられます。当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としてお

り、金利とその他のリスク変数の相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超え

る変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

 

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

各営業店舗からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性

の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ

取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ

りません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

 

前事業年度（2023年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）営業貸付金（*3） 88,641,883   

貸倒引当金 △98,000   

 88,543,883 88,668,023 124,139

資産計 88,543,883 88,668,023 124,139

(2）長期借入金（１年以内返済予定を含む） 55,080,556 55,067,717 △12,838

負債計 55,080,556 55,067,717 △12,838

(3）デリバティブ取引 － － －

 

当事業年度（2024年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）営業貸付金（*3） 95,378,759   

貸倒引当金 △105,500   

 95,273,259 95,408,982 135,722

(2）満期保有目的債券 1,250,868 1,153,365 △97,503

資産計 96,524,128 96,562,347 38,219

(3）長期借入金（１年以内返済予定を含む） 60,547,533 60,476,535 △70,997

負債計 60,547,533 60,476,535 △70,997

（*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額

に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等は、上記表に含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下の

とおりであります。

区分 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

関係会社株式 10,000 2,011,877

（*3）営業貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。

 

（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2023年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 6,345,119 － － －

営業貸付金 23,414,351 59,374,364 4,854,938 998,229

合計 29,759,471 59,374,364 4,854,938 998,229

 

当事業年度（2024年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 5,469,850 － － －

営業貸付金 27,273,181 63,168,670 4,283,760 653,146

満期保有目的債券 124,642 498,564 627,661 －

合計 32,867,674 63,667,235 4,911,422 653,146
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（注）２．長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（2023年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 14,416,364 12,822,700 11,157,858 8,241,034 6,616,000 1,826,600

 

当事業年度（2024年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 17,163,464 15,508,622 12,566,411 10,739,968 4,109,568 459,500

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2023年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1）営業貸付金 － － 88,668,023 88,668,023

資産計 － － 88,668,023 88,668,023

(2）長期借入金 － 55,067,717 － 55,067,717

負債計 － 55,067,717 － 55,067,717

(3）デリバティブ取引 － － － －

 

当事業年度（2024年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1）営業貸付金 － － 95,408,982 95,408,982

(2）満期保有目的債券 － 1,153,365 － 1,153,365

資産計 － 1,153,365 95,408,982 96,562,347

(3）長期借入金 － 60,476,535 － 60,476,535

負債計 － 60,476,535 － 60,476,535
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(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1）営業貸付金

営業貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と

近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。一方固定金利によるものは、

貸付期間及び利率ないし担保状況に応じた債権区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行っ

た場合に想定される利率で割引いて時価を算定しております。また、担保による回収を予定している

債権については、担保による回収見込額等に基づいて時価を算定しております。これらの営業貸付金

の時価はレベル３の時価に分類しております。

(2）満期保有目的債券

満期保有目的債券の時価は、取引金融機関から入手した情報をもって算定しております。活発な市

場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

(3）長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実

行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価

額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の

合計額(※)を同様の借入において想定される利率で割引いて現在価値を算定しており、レベル２の時

価に分類しております。

(※) 金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップのレート

による元利金の合計額

(4）デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され

ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

（有価証券関係）

関係会社株式

市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額

区分 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

関係会社株式 10,000 2,011,877

 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度（2023年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
(千円)

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

 
長期借入金

 
280,000

 
120,000

 
（注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

 

当事業年度（2024年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
(千円)

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

 
長期借入金

 
120,000

 
60,000

 
（注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しております。

なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

退職給付引当金の期首残高 104,600千円 107,100千円

退職給付費用 23,100 13,591 

退職給付の支払額等 △20,600 △1,991 

退職給付引当金の期末残高 107,100 118,700 

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調

整表

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

非積立制度の退職給付債務 107,100千円 118,700千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 107,100 118,700 

 

退職給付引当金 107,100千円 118,700千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 107,100 118,700 

 

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 23,100千円 当事業年度 13,591千円

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2023年３月31日）
 

当事業年度
（2024年３月31日）

繰延税金資産      

貸倒引当金損金算入限度超過額 27,275 千円  32,304 千円

賞与引当金 8,409   8,399  

役員退職慰労引当金 327,970   334,433  

退職給付引当金 32,794   36,345  

未払事業税 39,422   44,344  

未収利息不計上額 1,951   1,584  

会員権評価損 11,574   11,574  

その他 25,001   27,052  

繰延税金資産計 474,399   496,038  

繰延税金負債      

満期保有目的債券為替差益 －   △43,127  

繰延税金負債計 －   △43,127  

繰延税金資産の純額 474,399   452,910  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2023年３月31日）
 

当事業年度
（2024年３月31日）

法定実効税率 30.6 ％  30.6 ％

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3   0.3  

賃上げ促進税制による特別控除額 －   △0.1  

住民税均等割 0.1   0.1  

留保金課税 3.9   4.2  

その他 △0.0   △0.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.9   35.1  

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（賃貸等不動産関係）

当社では、東京都において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設及び居住用建物等（土地を含

む）を有しております。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は26,996千円（賃貸収益は営

業収益に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸

損益は61,932千円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

貸借対照表計上額   

 期首残高 －千円 3,852,043千円

 期中増減額 3,852,043 17,957 

 期末残高 3,852,043 3,870,000 

期末時価 3,983,000 4,180,189 

(注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は土地の取得3,050,578千円、建物の取得818,591千円で

あり、主な減少額は減価償却費17,126千円であります。当事業年度の主な増加額は改修工事69,368千

円であり、主な減少額は減価償却費51,411千円であります。

３．期末の時価は、主要な物件については、前事業年度末時点における不動産鑑定士による不動産鑑定評

価書に基づく金額から当事業年度における変動を反映した金額であります。

 

（収益認識関係）

当社の営業収益は、貸出業務から生じる営業貸付金利息及び手数料等、保証業務から生じる信用保証収益及

び手数料並びに不動産賃貸業務から生じる不動産賃貸収入から構成されております。

貸出業務及び保証業務から生じる収益は、収益認識会計基準第３項に定められる企業会計基準第10号「金融

商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引、又は金融商品の組成又は取得に際して受け取

る手数料に該当するものであり、同会計基準の適用対象外であることから、記載を省略しております。

また、不動産賃貸業務から生じる収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号2007年３

月30日）により認識しており、同会計基準の適用対象外であることから、記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、不動産担保ローン事業の単一セグメントとしており、その他の事業については重要性が乏しいた

め、関連情報を除き記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 不動産担保ローン 不動産賃貸 合計

外部顧客への営業収益 （千円） 6,128,721 52,123 6,180,844

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を

省略しております。

 

当事業年度（自2023年４月１日　至2024年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 不動産担保ローン 不動産賃貸 合計

外部顧客への営業収益 （千円） 6,586,705 168,115 6,754,821

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を

省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する事項】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前事業年度（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈱山和
(注１）

東京都
渋谷区

52,918
千円

不動産
賃貸業

(被所有)
直接

2.34
不動産の賃借

営業用店舗の
賃借（注２）

80,884 前払費用 7,414

敷金の差入
（注２）

－
投資その他の
資産のその他
（敷金)

53,821

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．当社代表取締役草間庸文及びその近親者が合計で議決権の78.0％を直接所有している会社であります。

２．本店及び銀座支店として利用しているものであり、賃料及び敷金の差入れは近隣の相場をもとに交渉により決定

しております。

 

当事業年度（自2023年４月１日　至2024年３月31日）

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈱山和
(注１）

東京都
渋谷区

52,918
千円

不動産
賃貸業

(被所有)
直接

2.34
不動産の賃借

営業用店舗の
賃借（注２）

81,895 前払費用 7,619

敷金の差入
（注２）

1,040
投資その他の
資産のその他
（敷金)

54,542

㈱フレキシブル
(注３)

東京都
中央区

3,000
千円

有価証券
の保有、
売買なら
びにその
運用

(被所有)
直接

34.56

資金の借入れ
役員の兼任

資金の借入れ
(注４)

2,000,000 － －

資金の返済 2,000,000 － －

子会社
ASAX America,

Inc.
(注５)

米国カリ
フォルニ
ア州

13,500千
米ドル

不動産業
直接

100.0
出資
役員の兼任

出資
(注５)

2,001,877 関係会社株式 2,001,877

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．当社代表取締役草間庸文及びその近親者が合計で議決権の78.0％を直接所有している会社であります。

２．本店及び銀座支店として利用しているものであり、賃料及び敷金の差入れは近隣の相場をもとに交渉により決定

しております。

３．当社の大株主であり、当社代表取締役草間雄介が議決権の100％を直接保有し、代表取締役を務める会社であり

ます。

４．取引条件については、一般取引条件と同様に決定しております。

５．2023年５月31日付で当社100％子会社として設立し、当事業年度中に増資を引き受けております。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

１株当たり純資産額 1,323.13 円 1,404.87 円

１株当たり当期純利益 84.90 円 99.74 円

（注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

当期純利益 （千円） 2,799,768  3,289,170  

普通株主に帰属しない金額 （千円） －  －  

普通株式に係る当期純利益 （千円） 2,799,768  3,289,170  

期中平均株式数 （株） 32,976,000  32,976,000  

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首
残高

（千円）

当期
増加額
（千円）

当期
減少額
（千円）

当期末
残高

（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期
償却額
（千円）

差引当期末
残高

（千円）

有形固定資産        

建物 153,926 － － 153,926 100,032 4,877 53,893

構築物 441 － － 441 414 3 26

車両運搬具 43,267 24,534 26,630 41,171 19,453 7,630 21,718

工具、器具及び備品 103,481 － － 103,481 86,947 9,909 16,534

土地 1,440 － － 1,440 － － 1,440

賃貸不動産 3,869,170 69,368 － 3,938,538 68,538 51,411 3,870,000

有形固定資産計 4,171,728 93,903 26,630 4,239,000 275,386 73,832 3,963,614

無形固定資産        

借地権 5,000 － － 5,000 － － 5,000

ソフトウエア 177,438 16,180 3,607 190,010 165,225 6,019 24,785

その他 7,876 － － 7,876 － － 7,876

無形固定資産計 190,314 16,180 3,607 202,887 165,225 6,019 37,662

（注）当期増加額のうち主なものは、原状回復及び改修費用による賃貸不動産の増加69,368千円及び社有車の取得

による車両運搬具の増加24,534千円です。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内返済予定の長期借入金 14,416,364 17,163,464 0.71 －

長期借入金（１年以内返済予定のものを除く。） 40,664,192 43,384,069 0.77 2025年～2042年

計 55,080,556 60,547,533 － －

（注)１．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおり

であります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 15,508,622 12,566,411 10,739,968 4,109,568
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【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 98,000 7,500 －  － 105,500

賞与引当金 27,465 27,431 27,465  － 27,431

役員退職慰労引当金 1,071,100 21,106 －  － 1,092,206

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 2,026

預金  

普通預金 5,466,882

別段預金 941

小計 5,467,823

合計 5,469,850

 

②　営業貸付金

営業貸付金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(Ａ)

（千円）

当期貸付高
(Ｂ)

（千円）

当期回収額
(Ｃ)

（千円）

破産更生債
権等振替額
（千円）

当期貸倒
償却高
（千円）

当期末残高
(Ｄ)

（千円）

 
回収率（％）
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

　

 
回転率（％）
(Ｂ)

×100
((Ａ)＋(Ｄ))÷２
　

88,641,883 37,602,814 30,865,938 － － 95,378,759 24.4 40.8

（注）主な相手先別内訳の記載につきましては第一部　企業情報　第２　事業の状況　４．経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に記載しておりますので、省略しております。

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）  第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

営業収益 （千円） 1,631,836 3,271,534 4,993,742 6,754,821

税引前四半期(当期)純利益 （千円） 1,219,877 2,514,761 3,350,210 5,069,142

四半期（当期）純利益 （千円） 798,671 1,635,071 2,167,941 3,289,170

１株当たり四半期(当期)純利益 （円） 24.21 49.58 65.74 99.74

 

（会計期間）  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益 （円） 24.21 25.36 16.15 34.00
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を

することができない場合は、日本経済新聞に掲載）となります。

公告掲載URL　https://www.asax.co.jp

株主に対する特典

株主優待制度

１．対象株主

毎年３月末現在の株主名簿に記載又は記録された５単元（500株）以上保有

の株主

２．優待内容

毎年３月末の対象株主に5,000円分のQUOカードを贈呈

（注）当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第２項各号に掲げる権

利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集

新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第54期）（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）2023年６月29日関東財務局長に提出

 

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2023年６月29日関東財務局長に提出

 

(3）四半期報告書及び確認書

（第55期第１四半期）（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）2023年８月４日関東財務局長に提出

（第55期第２四半期）（自　2023年７月１日　至　2023年９月30日）2023年11月６日関東財務局長に提出

（第55期第３四半期）（自　2023年10月１日　至　2023年12月31日）2024年２月２日関東財務局長に提出

 

(4）臨時報告書

2023年６月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

2023年12月７日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 2024年６月26日

株式会社アサックス  

 取締役会　御中  

 

 太陽有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 齋藤　哲 ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 河島　啓太 ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アサックスの2023年４月１日から2024年３月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に

ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

アサックスの2024年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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営業貸付金の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社は、2024年３月31日現在、貸借対照表上、営業

貸付金を95,378,759千円計上しており、総資産の87％

を占めている。

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されてい

るとおり、会社は、一般債権については貸倒実績率に

より算定された貸倒見積高を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案したうえで、

当該債権の期末残高から担保不動産による回収見込額

を減額して算定された貸倒見積高を貸倒引当金として

計上している。

このうち、貸倒懸念債権等特定の債権について勘案

される個別の回収可能価額は担保不動産の回収見込額

であり、不動産金融市況が悪化し地価が下落した場

合、担保不動産の回収見込額の目減りにより、債権の

回収可能性に疑義が生じる可能性がある。また、担保

不動産による回収見込額は、路線価だけではなく、条

件が類似した近隣不動産の成約実績等も参考にして算

定されることから、当該見積りは経営者による判断を

伴う。

以上より、営業貸付金の評価は、財務諸表への潜在

的な影響が大きく、担保不動産の評価については経営

者による判断を必要とすることから、当監査法人は当

該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

営業貸付金の評価について、主として以下の監査手

続を実施した。

・　営業貸付金に対する貸倒引当金の見積りに関連す

る一連の内部統制のデザインを理解した。

・　主要な貸倒懸念債権等特定の債権が網羅的に抽出

されていることを検証するため、基幹システムから

出力された情報の網羅性と正確性を確かめた。

・　主要な貸倒懸念債権等特定の債権に係る担保不動

産について、抵当権が設定されていること及び抵当

順位を確かめるため、登記事項証明書及び貸付稟議

書を閲覧した。

・　主要な貸倒懸念債権等特定の債権に係る担保不動

産について、会社の担保評価額と、期末日付近の不

動産流通標準情報システム上で保存されている他の

類似物件のデータ等を比較した。

・　主要な貸倒懸念債権等特定の債権について、帳簿

価額と会社の担保評価額を比較するとともに、公表

されている不動産関連の各種統計情報を調査し、不

動産価格動向に著しい変化が生じていないか検討し

た。

・　評価に影響する事象を把握するために、取締役会

及び監査等委員会の議事録を閲覧し、把握された事

象が評価に反映されているか検討した。

 

その他の事項

会社の2023年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人

は、当該財務諸表に対して2023年６月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アサックスの2024年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社アサックスが2024年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業

務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の状況】に記載さ

れている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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